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令和元年度国民健康保険事業費特別会計の決算等及び 

保険料水準の統一に向けた令和２年度の取組状況について 
 

令和２年９月１７日

国 民 健 康 保 険 課  
 

１ 趣旨 

  国民健康保険の県単位化に伴い，平成 30年度から，県は国民健康保険事業費特別会計を設置し，財政運

営を行っている。この度，令和元年度の決算状況及び各市町の保険料収納実績並びに保険料水準の統一に向

けた令和２年度の取組状況を報告する。 

 

２ 令和元年度国民健康保険事業費特別会計の決算等について 
（１）決算の概要（詳細は別紙１のとおり） 

最終予算から，歳出は約 65億円の減，歳入は約 26億円の増となり，約 91億円の剰余金が生じた。 

このうち令和元年度分の剰余金については約 41億円（平成 30年度分は約 50億円）となっており，こ

の中から令和元年度分公費償還や令和 3年度保険料引き下げ財源としての充当等が行われる。 

 ○ 歳出（▲65億円） 

  ・ 医療給付費等の減（▲18億円） 

    被保険者数の見込減等に伴い，医療給付費等が減少となった。 

  ・ 市町への交付金等の減（▲4億円）  

    市町の事業実施や財政事情に応じて交付する交付金等が見込減となった。 

  ・ 予備費の減（▲43億円） 

    保険給付費等の上振れに対応するため計上していた予備費を使用しなかった。 

 

 ○ 歳入（＋26億円） 

  ・ 国庫支出金の増（＋29億円） 

医療給付費の財源となる国からの公費について，都道府県に可能な限り財源不足が生じないよう，国

の予算に応じて実際の負担相当額以上に交付されたこと等から，約 29億円の増加となった。 

  ・ その他，給付費等の歳出減に応じた歳入の減（▲3億円） 

 

【参考】国民健康保険事業費特別会計における予算・決算等の流れ 

 ○ 国保特会における歳入は，主に国等からの公費と，市町からの納付金（保険料等）からなり，保険給付

費等の見込減により，これら歳入に余剰が発生し，剰余金となる。 

○ 剰余金のうち，公費分は翌年度等に精算が行われ，その償還財源となり，保険料等の自主財源分は，被

保険者の保険料負担の軽減を図るため，後年度の保険給付費（予備費含む。）の財源となる。 
 

当年度予算 
(歳出)  保険給付費等 その他 

(歳入)  国等からの公費 市町納付金（保険料等） その他 

           

当年度決算 
(歳出)  見込減 保険給付費等 その他 

(歳入)  余剰 国等からの公費 余剰 市町納付金(保険料等) その他 

  

精算        

  

翌年度予算 
(歳出) 償還金 

保険給付費 

(予備費) 保険給付費等 その他 

(歳入) 繰越金 国等からの公費 市町納付金（保険料等） その他 

  ↓ ※翌々年度の保険料算定状況等を踏まえ，必要額を保険料の引き下げ財源として充当 

翌々年度の保険料        

健康福祉局 

資   料 No.6

月 



2 

 

 

（２）保険料収納必要額に対する保険料収納実績額を踏まえ，基金等の自己財源を充当した市町一覧 

   平成 30年度から６年間の激変緩和措置期間中は，各市町の政策判断等により，基金等の自己財源を活

用しながら，保険料率の決定を行うことが可能な仕組みとしている。 

令和元年度の保険料必要額に対し，保険料収納実績額を踏まえ自己財源の充当を行った市町は次のとお

りであり，平成 30年度と比べると対象市町は１市町減少し，充当額（差引額）はほぼ半減している。 

 

対象市町 

Ａ：標準保険料率

の算定に必要

な保険料総額 

※県が示す保険料必要額 

Ｂ：市町の保険料

収納実績額 

差引額 

（Ｂ－Ａ） 
主な財源対策 

【参考】賦課時点の

自己財源活用見込額 

1 三原市 2,105,824,001円 2,074,258,273円 △ 31,565,728円 基金取崩・繰越金等 △ 65,063,293円 

2 尾道市 3,130,326,960円 3,013,209,526円 △ 117,117,434円   〃 △ 172,764,844円 

3 福山市 9,535,693,155円 9,356,073,417円 △ 179,619,738円   〃 △ 217,343,523円 

4 府中市 827,974,360円 822,078,624円 △ 5,895,736円   〃 △ 20,924,498円 

5 三次市 1,085,159,942円 1,055,069,311円 △ 30,090,631円 一般会計繰入 △ 118,307,848円 

6 大竹市 689,677,726円 688,608,082円 △ 1,069,644円 基金取崩・繰越金等 △ 11,762,710円 

7 坂町 267,651,553円 252,905,011円 △14,746,542円   〃 ― 

8 廿日市市 2,837,902,414円 2,740,240,985円 △ 97,661,429円   〃 △ 94,323,667円 

9 安芸太田町 136,133,742円 134,138,836円 △ 1,994,906円   〃 ― 

10 江田島市 683,194,019円 679,304,488円 △ 3,889,531円   〃 ― 

11 安芸高田市 654,190,009円 621,240,882円 △ 32,949,127円   〃 ― 

12 東広島市 3,617,274,995円 3,595,948,227円 △ 21,326,768円   〃 △ 34,451,412円 

13 大崎上島町 186,011,013円 165,751,608円 △ 20,259,405円   〃 △ 18,977,807円 

14 神石高原町 174,897,506円 171,959,650円 △ 2,937,856円   〃 △ 3,542,843円 

※市町の保険料収納実績額には，保険料軽減・減免に係る公費等の額を含む。 
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３ 保険料水準の統一に向けた令和２年度の取組状況について 

（１）概要 

被保険者が負担する保険料（税）については，全市町合意により策定した「広島県国民健康保険

運営方針（平成 29年 12月）」に基づき，①「負担の見える化」（＝毎年度，県が示す標準保険料率

を参考に，市町は料率を決定）とともに，全県の被保険者の②「負担の公平性」（＝統一保険料率）

を図っていくこととしている。 

そのために，まず，平成 30年度から６年間の激変緩和措置期間※終了後には，統一保険料率をベ

ースに市町ごとの収納率を反映した「準統一の保険料率」を実現し，その後，収納率が市町間で均

一化したと見なされる段階で，完全な統一保険料率を目指すこととなっている。 

こうした各市町の計画的な取組は，毎年度，広島県国民健康保険連携会議の場で互いに進捗状況

を確認し，公表することとした。 

 

  ※市町が行う激変緩和措置  

平成 30年度から６年間の激変緩和措置期間内では，保険料の統一を目指す中で被保険者の保険

料負担が急増しないよう，県による全体の激変緩和のほか，各市町の政策判断により，基金等の自

己財源を活用しながら，保険料率の決定を行うことが可能な仕組みを設けている。 

 

 

（２）各市町の取組状況 

制度改革後（平成 30 年度～）では，国保財政に必要な財源を県で一本化し，算定することから，

各市町が設定する保険料率は，県が示す市町村標準保険料率を参考に決定する仕組みとなった。 

※ 毎年度の保険料率の決定を「見える化」することで，各市町は，県が示す市町村標準保険料率

との差を説明することとなる。 

 

① 各市町の料率設定状況（詳細は，別紙２のとおり） 

 ア 令和２年度の料率決定をみると，総じて，県が示す市町村標準保険料率に比べ，次のような傾

向が見られる。（昨年度と同じ傾向） 

応能応益割合 
○応能〔所得割率〕が高く，応益〔均等割額，平等割額〕が低い。 

※市は応能〔所得割率〕が高いが，町は応益〔均等割額，平等割額〕が高い。 

応益内訳 ○均等割額〔被保険者数割〕が低く，平等割額〔世帯数割〕が高い。 
 
イ 次の市町は，料率据え置きとなっている。 

【２か年連続据え置き】尾道市，府中町，坂町 

【１か年据え置き】三次市，熊野町，世羅町 

 

② 資産割の廃止時期 

   算定方式の統一（３方式）により，資産割のある 18市町は，平成 30年度から６年間の激変緩和

措置期間内に，計画的に廃止を行う。 
 

廃止時期 経過措置 対象市町 

平成 29年度末で廃止 なし 6市町 
竹原市，尾道市，大竹市， 
熊野町，坂町，安芸高田市 

令和元年度末で廃止 なし １市 廿日市市 

令和 2年度末で廃止 料率の調整により，3年間 １町 神石高原町 

令和 3年度末で廃止 料率の調整により，4年間 １市 三原市 

令和 5年度末で廃止 料率の調整により，6年間 9市町 
三次市，庄原市，府中町，海田町，
江田島市，安芸太田町，北広島町，
大崎上島町，世羅町 

※資産割のない５市（広島市，呉市，福山市，府中市，東広島市） 
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③ 基金等の自己財源を充当する見込みの市町一覧 

独自の激変緩和措置のため，あるいは被保険者の減少等により見込まれる保険料収入の減少に対応する

ため，基金等の自己財源を充当する見込みの市町は次のとおりであり，令和元年度の賦課時点と比べると

対象市町は５市町減少し，充当見込額（差引額）は３割減少している。 

対象市町 

Ａ：標準保険料率の 
算定に必要な 
保険料総額 

※県が示す保険料必要額 

Ｂ：市町の保険料 
収納見込額 

（令和２年度算定結果） 

差引額 

（Ｂ－Ａ） 
財源確保対策 

1 三原市 2,091,499,848円 1,999,484,685円 △ 92,015,163円 財政調整基金取崩 

2 尾道市 3,076,908,251円 2,917,517,445円 △ 159,390,806 円   〃 

3 福山市 9,280,634,029円 9,127,051,606円 △ 153,582,423 円   〃 

4 三次市 1,077,721,344円 983,276,995円 △ 94,444,349円   〃 

5 庄原市 779,402,158円 765,931,382円 △ 13,470,776円 
財政調整基金取崩 

（補正予算対応） 

6 大竹市 636,682,703円 627,451,253円 △ 9,231,450円   〃 

7 府中町 1,008,245,840円 977,161,648円 △ 31,084,192円   〃 

8 廿日市市 2,786,596,516円 2,695,858,419円 △ 90,738,097円 財政調整基金取崩 

9 安芸高田市 658,356,509円 648,096,916円 △ 10,259,593円   〃 

※ 市町の保険料収納見込額には，保険料軽減・減免に係る公費等の額を含む。 

 

④ 赤字削減・解消計画策定市町の令和２年度当初予算状況 

 赤字削減・解消計画（県が示す保険料収納必要額を，保険料（税）で確保せず，法定外一般会計

繰入金〔決算補填目的の繰入〕を充当する計画)を策定している市町は，３市町である。 

国保財政を安定的かつ健全な運営を行うには，「法に基づく公費等」と「適正な保険料負担」によ

り財源を賄うことが必要であり，対象市町において赤字解消計画が定められている。 

 

対象市町 
赤字解消計画上の 
R2年度限度額 Ａ 

R2年度予算計上額  

Ｂ 

達成状況 

Ａ－Ｂ 

広島市 622,943千円 225,244千円 397,699千円 （達成） 

三次市 80,000千円 0千円 80,000千円 （達成） 

大崎上島町 10,655千円 2,208千円 8,447千円 （達成） 
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令和元年度国民健康保険事業費特別会計決算状況 

 

○歳出   （単位：千円） 

内    容 最終予算額 決算額 差引額 

保険給付費等交

付金 

市町に療養の給付等に要する費用や出産育児

一時金等の給付費を負担 
202,802,594 200,660,321 ▲2,142,273 

後期高齢者支援

金等 

後期高齢者医療に係る費用の一部を社会保険

診療報酬支払基金に対して拠出 
32,292,572 32,292,570 ▲2 

前期高齢者納付

金等 

医療保険者間の前期高齢者偏在による負担の

不均衡を調整するため，社会保険診療報酬支払

基金に対して拠出 
129,510 129,508 ▲2 

介護納付金 
介護給付費・地域支援事業支援納付金を社会保

険診療報酬支払基金に拠出 
10,711,958 10,711,958 0 

病床転換支援金

等 

病床転換支援金等を社会保険診療報酬支払基

金に拠出 
193 192 ▲1 

共同事業拠出金 
高額な医療費に係る財政負担を緩和し，保険料

平準化を図るため，国保中央会に拠出 
205,670 202,913 ▲2,757 

財政安定化基金

支出金 

市町の保険料収納不足に対し，基金を財源に不

足額を貸付・交付 
50,256 0 ▲50,256 

保健事業費 共同保険者として県が保健事業を実施 16,056 11,950 ▲4,106 

基金積立金 国から交付される補助金等を基金に積立 499 499 0 

諸支出金 国や支払基金からの公費の精算に伴う償還金 3,622,110 3,622,108 ▲2 

繰出金 
前年度高額医療費負担金等の国庫返還に伴う

一般会計への繰出金など 
74,054 74,053 ▲1 

予備費 保険給付費等の上振れへの対応 4,302,026 0 ▲4,302,026 

総務費 運営協議会経費，国保連合会負担金など 5,861 2,940 ▲2,921 

合    計 254,213,359 247,709,012 ▲6,504,347 

○歳入     

内    容 最終予算額 決算額 差引額 

分担金・負担金 市町から保険料など必要な財源を納付 76,586,792 76,586,792 0 

国庫支出金 保険給付費等に係る国の定率負担金など 67,494,923 70,362,574 2,867,651 

療養給付費等交

付金 

退職者医療制度に係る医療保険者間の負担調

整のための交付金 
0 0 0 

前期高齢者交付

金 

医療保険者間の前期高齢者偏在による負担調

整のための交付金 
86,137,359 86,137,359 0 

共同事業交付金 
高額な医療費に関する財政負担調整のための

交付金 
197,052 157,884 ▲39,168 

財産収入 財政安定化基金運用益 497 497 0 

繰入金 保険給付費等に係る県の定率負担金など 15,082,618 14,867,103 ▲215,515 

前年度繰越金 前年度決算剰余金 8,614,600 8,614,600 0 

諸収入 
精算に伴う特定健診等国，県負担分における市

町返還金など 
99,518 99,518 0 

合    計 254,213,359 256,826,327 2,612,968 

○剰余金     

剰余金額（歳入決算額－歳出決算額） うち平成 30 年度会計分剰余金 

9,117,315 4,973,898 

 

別紙１ 



令和２年６～７月調査【本算定】

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割

(％) (％) (円) (円)
前
比

(％)
前
比

(％)
前
比

(円)
前
比

(円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円)

医 7.51 － 25,916 27,689 － 7.51 － － ↓ 25,399 ↓ 26,837 7.27 － 29,827 20,439 △ 0.24 － 4,428 △ 6,398 7.70 － 31,617 21,666 0.19 － 6,218 △ 5,171

後 2.29 － 7,909 8,451 ↑ 2.47 － － ↑ 8,232 ↑ 8,699 2.50 － 10,119 6,934 0.03 － 1,887 △ 1,765 2.53 － 10,220 7,003 0.06 － 1,988 △ 1,696

介 2.12 － 8,917 6,936 ↑ 2.16 － － ↓ 8,796 ↓ 6,771 2.08 － 10,754 5,316 △ 0.08 － 1,958 △ 1,455 2.10 － 10,866 5,371 △ 0.06 － 2,070 △ 1,400

医 7.60 － 23,400 21,600 － 7.60 － － ↑ 24,600 ↓ 21,480 7.16 － 29,410 20,153 △ 0.44 － 4,810 △ 1,327 7.37 － 30,265 20,739 △ 0.23 － 5,665 △ 741

後 3.10 － 9,120 8,640 ↓ 2.95 － － ↑ 9,240 ↓ 8,160 2.44 － 9,865 6,760 △ 0.51 － 625 △ 1,400 2.42 － 9,783 6,704 △ 0.53 － 543 △ 1,456

介 2.70 － 8,880 6,000 ↓ 2.60 － － ↑ 9,120 ↓ 5,880 2.05 － 10,617 5,248 △ 0.55 － 1,497 △ 632 2.01 － 10,401 5,141 △ 0.59 － 1,281 △ 739

医 7.19 － 28,000 20,134 ↑ 7.21 － － ↑ 28,400 ↑ 20,200 7.21 － 29,592 20,278 0.00 － 1,192 78 7.41 － 30,437 20,857 0.20 － 2,037 657

後 2.33 － 9,400 6,505 ↑ 2.47 － － ↑ 9,900 ↑ 6,800 2.47 － 9,978 6,838 0.00 － 78 38 2.44 － 9,839 6,742 △ 0.03 － △ 61 △ 58

介 2.38 － 12,368 6,183 ↓ 2.06 － － ↓ 10,600 ↓ 5,200 2.06 － 10,682 5,280 0.00 － 82 80 2.02 － 10,460 5,171 △ 0.04 － △ 140 △ 29

医 7.11 6.00 26,580 19,872 － 7.11 ↓ 4.00 － 26,580 － 19,872 7.15 － 29,358 20,118 2,778 246 7.43 － 30,492 20,895 3,912 1,023

後 2.31 － 9,270 6,459 － 2.31 － － － 9,270 － 6,459 2.45 － 9,888 6,776 618 317 2.44 － 9,857 6,754 587 295

介 1.91 － 9,904 4,544 － 1.91 － － － 9,904 － 4,544 2.02 － 10,479 5,180 575 636 2.02 － 10,479 5,180 575 636

医 7.28 － 23,040 20,320 － 7.28 － － － 23,040 － 20,320 7.11 － 29,183 19,998 △ 0.17 － 6,143 △ 322 7.42 － 30,454 20,868 0.14 － 7,414 548

後 2.35 － 9,240 6,560 － 2.35 － － － 9,240 － 6,560 2.43 － 9,814 6,725 0.08 － 574 165 2.44 － 9,844 6,746 0.09 － 604 186

介 1.99 － 9,840 4,770 － 1.99 － － － 9,840 － 4,770 2.01 － 10,398 5,140 0.02 － 558 370 2.02 － 10,466 5,173 0.03 － 626 403

医 8.69 － 24,960 19,200 ↓ 8.66 － － － 24,960 － 19,200 7.27 － 29,844 20,450 △ 1.39 － 4,884 1,250 7.70 － 31,610 21,661 △ 0.96 － 6,650 2,461

後 2.32 － 7,080 5,280 － 2.32 － － － 7,080 － 5,280 2.39 － 9,675 6,630 0.07 － 2,595 1,350 2.53 － 10,218 7,002 0.21 － 3,138 1,722

介 2.63 － 8,280 4,800 ↓ 2.50 － － － 8,280 － 4,800 2.03 － 10,532 5,206 △ 0.47 － 2,252 406 2.10 － 10,863 5,370 △ 0.40 － 2,583 570

医 7.60 － 25,740 19,380 ↓ 7.55 － － ↑ 26,880 ↑ 19,740 7.10 － 29,157 19,980 △ 0.45 － 2,277 240 7.38 － 30,293 20,759 △ 0.17 － 3,413 1,019

後 2.62 － 8,700 6,300 ↓ 2.57 － － ↑ 8,940 ↑ 6,420 2.43 － 9,804 6,718 △ 0.14 － 864 298 2.42 － 9,792 6,710 △ 0.15 － 852 290

介 2.57 － 10,020 4,920 ↓ 2.43 － － ↑ 10,140 ↑ 4,980 2.02 － 10,434 5,157 △ 0.41 － 294 177 2.01 － 10,411 5,146 △ 0.42 － 271 166

令和２年度各市町の料率設定と県が示す市町村標準保険料率及び準統一保険料率に向けた各市町の調整状況

令和元年度　（Ａ）
令和２年度

〔各市町が設定した保険料率〕
（Ｂ）

令和２年度
〔県が示す市町村標準保険料率〕

（Ｃ）
差　引　（Ｃ）－（Ｂ）

統一保険料率ベース
（準統一の保険料率）

（Ｄ）
差　引　（Ｄ）－（Ｂ）

所得割 資産割 均等割 平等割

広 島 市

呉 市

竹 原 市

三 原 市
【資産割】
経過措置
（４年）

【資産割】
経過措置
（４年）

尾 道 市

福 山 市

府 中 市

別紙２



所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割

(％) (％) (円) (円)
前
比

(％)
前
比

(％)
前
比

(円)
前
比

(円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円)

令和元年度　（Ａ）
令和２年度

〔各市町が設定した保険料率〕
（Ｂ）

令和２年度
〔県が示す市町村標準保険料率〕

（Ｃ）
差　引　（Ｃ）－（Ｂ）

統一保険料率ベース
（準統一の保険料率）

（Ｄ）
差　引　（Ｄ）－（Ｂ）

所得割 資産割 均等割 平等割

医 7.56 7.86 26,700 19,500 － 7.56 － 7.86 － 26,700 － 19,500 7.10 － 29,157 19,980 2,457 480 7.25 － 29,749 20,385 3,049 885

後 1.41 1.43 5,700 3,600 － 1.41 － 1.43 － 5,700 － 3,600 2.10 － 8,480 5,811 2,780 2,211 2.38 － 9,616 6,590 3,916 2,990

介 1.72 3.22 8,400 4,800 － 1.72 － 3.22 － 8,400 － 4,800 1.99 － 10,290 5,087 1,890 287 1.97 － 10,224 5,054 1,824 254

医 7.09 10.93 26,800 19,200 ↓ 7.00 ↓ 7.08 ↑ 27,500 ↓ 19,100 7.07 － 29,044 19,902 1,544 802 7.30 － 29,987 20,549 2,487 1,449

後 2.31 3.55 8,700 6,300 ↓ 2.22 ↓ 2.24 － 8,700 ↓ 6,000 2.27 － 9,162 6,278 462 278 2.40 － 9,693 6,642 993 642

介 2.14 4.90 10,000 5,100 ↓ 1.92 ↓ 3.15 ↓ 9,700 ↓ 4,800 2.01 － 10,431 5,156 731 356 1.99 － 10,306 5,094 606 294

医 7.61 － 26,669 24,480 ↓ 7.08 － － ↑ 26,780 ↓ 22,048 7.13 － 29,288 20,070 0.05 － 2,508 △ 1,978 7.42 － 30,463 20,875 0.34 － 3,683 △ 1,173

後 2.41 － 8,734 8,017 ↑ 2.42 － － ↑ 9,049 ↓ 7,450 2.45 － 9,894 6,780 0.03 － 845 △ 670 2.44 － 9,847 6,748 0.02 － 798 △ 702

介 2.11 － 9,670 6,223 ↑ 2.12 － － ↓ 9,491 ↓ 5,551 2.05 － 10,599 5,239 △ 0.07 － 1,108 △ 312 2.02 － 10,469 5,175 △ 0.10 － 978 △ 376

医 6.00 10.67 25,900 22,200 － 6.00 － 10.67 － 25,900 － 22,200 7.06 － 28,986 19,863 3,086 △ 2,337 7.31 － 30,022 20,572 4,122 △ 1,628

後 1.96 2.67 9,000 6,800 － 1.96 － 2.67 － 9,000 － 6,800 2.42 － 9,769 6,694 769 △ 106 2.40 － 9,704 6,650 704 △ 150

介 2.18 2.73 11,000 6,000 － 2.18 － 2.73 － 11,000 － 6,000 1.99 － 10,320 5,101 △ 680 △ 899 1.99 － 10,318 5,100 △ 682 △ 900

医 6.04 9.41 26,100 18,500 － 6.04 ↓ 8.10 － 26,100 － 18,500 6.11 － 25,071 17,180 △ 1,029 △ 1,320 7.37 － 30,249 20,728 4,149 2,228

後 1.95 3.22 8,500 5,900 － 1.95 ↓ 2.75 － 8,500 － 5,900 2.03 － 8,213 5,628 △ 287 △ 272 2.42 － 9,778 6,700 1,278 800

介 2.02 4.90 11,100 5,600 － 2.02 ↓ 3.88 ↓ 10,700 ↓ 5,300 2.04 － 10,569 5,225 △ 131 △ 75 2.01 － 10,396 5,139 △ 304 △ 161

医 6.70 － 30,100 22,200 － 6.70 － － － 30,100 － 22,200 6.83 － 28,036 19,212 0.13 － △ 2,064 △ 2,988 7.36 － 30,204 20,698 0.66 － 104 △ 1,502

後 1.99 － 9,000 6,600 － 1.99 － － － 9,000 － 6,600 1.96 － 7,900 5,413 △ 0.03 － △ 1,100 △ 1,187 2.42 － 9,763 6,690 0.43 － 763 90

介 1.85 － 10,000 6,800 － 1.85 － － － 10,000 － 6,800 1.79 － 9,287 4,591 △ 0.06 － △ 713 △ 2,209 2.00 － 10,380 5,131 0.15 － 380 △ 1,669

医 7.33 － 27,850 22,560 － 7.33 － － － 27,850 － 22,560 7.07 － 29,021 19,886 △ 0.26 － 1,171 △ 2,674 7.40 － 30,373 20,813 0.07 － 2,523 △ 1,747

後 2.36 － 8,970 7,270 － 2.36 － － － 8,970 － 7,270 2.43 － 9,819 6,729 0.07 － 849 △ 541 2.43 － 9,818 6,728 0.07 － 848 △ 542

介 1.91 － 9,370 4,980 － 1.91 － － － 9,370 － 4,980 2.01 － 10,409 5,146 0.10 － 1,039 166 2.02 － 10,438 5,160 0.11 － 1,068 180

医 7.00 17.00 27,500 21,000 ↑ 7.38 ↓ 14.00 ↑ 28,200 ↓ 20,600 7.19 － 29,527 20,233 1,327 △ 367 7.45 － 30,580 20,955 2,380 355

後 2.37 5.00 9,500 7,200 ↑ 2.49 ↓ 4.00 ↑ 10,000 ↓ 6,900 2.48 － 10,035 6,876 35 △ 24 2.45 － 9,885 6,774 △ 115 △ 126

介 2.23 1.00 10,000 5,600 － 2.23 － 1.00 － 10,000 ↓ 5,100 2.06 － 10,672 5,275 672 175 2.03 － 10,509 5,195 509 95

三 次 市
【資産割】

令和５年度末で
廃止検討

【資産割】
令和５年度末で

廃止検討

江 田 島 市
【資産割】

令和５年度末で
廃止検討

【資産割】
令和５年度末で

廃止検討

庄 原 市
【資産割】

令和５年度末で
廃止検討

【資産割】
令和５年度末で

廃止検討

大 竹 市

府 中 町
【資産割】

令和５年度末で
廃止検討

【資産割】
令和５年度末で

廃止検討

海 田 町
【資産割】

令和５年度末で
廃止検討

【資産割】
令和５年度末で

廃止検討

熊 野 町

坂 町



所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割

(％) (％) (円) (円)
前
比

(％)
前
比

(％)
前
比

(円)
前
比

(円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円) (％) (％) (円) (円) ポイント ポイント (円) (円)

令和元年度　（Ａ）
令和２年度

〔各市町が設定した保険料率〕
（Ｂ）

令和２年度
〔県が示す市町村標準保険料率〕

（Ｃ）
差　引　（Ｃ）－（Ｂ）

統一保険料率ベース
（準統一の保険料率）

（Ｄ）
差　引　（Ｄ）－（Ｂ）

所得割 資産割 均等割 平等割

医 6.10 11.90 28,600 23,300 ↑ 6.70 － － － 28,600 － 23,300 7.10 － 29,139 19,967 0.40 － 539 △ 3,333 7.36 － 30,208 20,700 0.66 － 1,608 △ 2,600

後 1.90 3.00 8,300 6,400 ↑ 2.20 － － － 8,300 － 6,400 2.31 － 9,315 6,383 0.11 － 1,015 △ 17 2.42 － 9,764 6,691 0.22 － 1,464 291

介 1.80 3.00 9,400 5,300 ↑ 1.90 － － － 9,400 － 5,300 1.94 － 10,029 4,958 0.04 － 629 △ 342 2.01 － 10,381 5,132 0.11 － 981 △ 168

医 6.45 15.00 23,500 17,000 ↑ 6.60 － 15.00 ↑ 24,500 － 17,000 6.51 － 26,740 18,323 2,240 1,323 7.29 － 29,941 20,517 5,441 3,517

後 2.20 5.00 8,200 7,000 ↑ 2.25 － 5.00 ↑ 8,500 － 7,000 2.46 － 9,935 6,808 1,435 △ 192 2.40 － 9,678 6,632 1,178 △ 368

介 1.40 － 7,200 3,300 － 1.40 － － － 7,200 － 3,300 1.38 － 7,162 3,540 △ 38 240 1.99 － 10,290 5,086 3,090 1,786

医 6.20 13.00 25,600 23,000 － 6.20 ↓ 9.00 ↑ 26,100 ↓ 22,500 6.64 － 27,248 18,672 1,148 △ 3,828 7.39 － 30,354 20,800 4,254 △ 1,700

後 1.80 3.70 8,000 6,500 － 1.80 ↓ 2.50 － 8,000 － 6,500 1.87 － 7,549 5,173 △ 451 △ 1,327 2.43 － 9,812 6,724 1,812 224

介 1.55 4.00 9,500 5,200 － 1.55 ↓ 3.00 － 9,500 － 5,200 1.70 － 8,800 4,350 △ 700 △ 850 2.01 － 10,432 5,157 932 △ 43

医 6.80 － 27,300 18,600 ↑ 6.90 － － ↑ 27,800 ↑ 19,000 7.08 － 29,066 19,918 0.18 － 1,266 918 7.27 － 29,844 20,451 0.37 － 2,044 1,451

後 2.20 － 9,200 6,400 － 2.20 － － － 9,200 － 6,400 2.44 － 9,850 6,750 0.24 － 650 350 2.39 － 9,647 6,611 0.19 － 447 211

介 1.75 － 8,400 4,200 ↑ 1.80 － － ↑ 8,800 ↑ 4,300 2.04 － 10,556 5,218 0.24 － 1,756 918 1.98 － 10,257 5,070 0.18 － 1,457 770

医 7.03 － 27,701 19,700 － 7.03 － － ↑ 28,589 ↑ 19,788 7.03 － 28,877 19,788 0.00 － 288 0 7.52 － 30,878 21,159 0.49 － 2,289 1,371

後 2.52 － 10,149 7,023 ↓ 2.49 － － ↓ 10,045 ↑ 6,883 2.49 － 10,045 6,883 0.00 － 0 0 2.47 － 9,981 6,840 △ 0.02 － △ 64 △ 43

介 2.08 － 10,813 5,405 ↓ 2.07 － － ↓ 10,713 ↑ 5,296 2.07 － 10,713 5,296 0.00 － 0 0 2.05 － 10,612 5,246 △ 0.02 － △ 101 △ 50

医 6.00 23.30 24,000 16,500 ↑ 6.90 ↓ 16.60 ↑ 25,500 ↑ 17,400 6.99 － 28,705 19,670 3,205 2,270 7.42 － 30,470 20,879 4,970 3,479

後 2.20 8.40 8,600 6,000 ↑ 2.40 ↓ 5.80 ↑ 8,800 － 6,000 2.45 － 9,884 6,773 1,084 773 2.44 － 9,849 6,749 1,049 749

介 1.20 6.90 6,400 3,200 ↑ 2.00 ↑ 7.70 ↑ 9,700 ↑ 4,900 2.06 － 10,670 5,274 970 374 2.02 － 10,471 5,176 771 276

医 6.79 6.66 24,700 17,330 － 6.79 － 6.66 － 24,700 － 17,330 6.31 － 25,897 17,746 1,197 416 7.22 － 29,639 20,310 4,939 2,980

後 2.48 2.00 9,250 6,450 － 2.48 － 2.00 － 9,250 － 6,450 2.39 － 9,642 6,607 392 157 2.37 － 9,581 6,565 331 115

介 2.30 2.00 9,740 4,870 － 2.30 － 2.00 － 9,740 － 4,870 1.88 － 9,748 4,819 8 △ 51 1.97 － 10,186 5,035 446 165

医 5.70 10.00 22,000 16,300 ↑ 5.80 ↓ 5.00 ↑ 23,000 － 16,300 5.72 － 23,502 16,105 502 △ 195 7.12 － 29,215 20,019 6,215 3,719

後 1.55 3.00 5,500 4,800 ↑ 1.65 ↓ 1.50 ↑ 6,000 － 4,800 1.61 － 6,488 4,446 488 △ 354 2.34 － 9,443 6,471 3,443 1,671

介 1.80 7.00 8,200 5,600 － 1.80 ↓ 3.50 － 8,200 － 5,600 1.69 － 8,768 4,334 568 △ 1,266 1.94 － 10,040 4,963 1,840 △ 637

大崎上島町
【資産割】

令和５年度末で
廃止検討

【資産割】
令和５年度末で

廃止検討

廿 日 市 市

安芸太田町
【資産割】

令和５年度末で
廃止検討

【資産割】
令和５年度末で

廃止検討

北 広 島 町
【資産割】

令和５年度末で
廃止検討

【資産割】
令和５年度末で

廃止検討

安芸高田市

東 広 島 市

世 羅 町
【資産割】

令和５年度末で
廃止検討

【資産割】
令和５年度末で

廃止検討

神石高原町
【資産割】

令和２年度末で
廃止検討

【資産割】
令和２年度末で

廃止検討


